
0120-330-540
受付時間 9:30～17:00

月～金（祝休日を除く）

ご予約は
こちらから

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

東京電力 福島第一原子力発電所事故の

6月 21日 (土) 茨城県 水戸市

『セキショウ・ウェルビーイング福祉会館』

【弁護士による個別相談：13:00～16:00】

【行政書士による請求書作成支援：13:00～16:00】

【弁護士による説明会：10:00～12:00】

弁護士が原子力損害賠償全般のご相談に対応いたします。

第五次追補に関わる追加賠償の請求書について、書き方が分からない方は、ぜひご利用ください。

※ 請求書の記入はご自身でお願いします。

原子力損害賠償に関する

説明会・個別相談・請求書作成支援

通話料無料

（旧茨城県総合福祉会館）

無料

予約不要

予約制

・テーマ①追加賠償における慰謝料の増額事由について

・テーマ②亡くなった親族の賠償について

予約制

ご相談の多い、追加賠償における精神的損害の増額事由 (要介護状態であっ

た、身体又は精神障害があった、乳幼児の世話を恒常的に行っていた等) や

ADRの和解事例、亡くなった方の賠償請求について弁護士がご説明します。



【 会場 】セキショウ・ウェルビーイング福祉会館

住所：茨城県水戸市千波町1918番地

●JR水戸駅北口６番乗り場で関東鉄道バスにご乗車いただき「県福祉会館前」にて下車。（20分）
●会館には無料駐車場がありますが、台数に限りがございますので、満車の際は、ご容赦ください。

３F 多目的ホール

ご来場が難しい場合には、電話相談 をぜひご利用ください！

０１２０-０１３-８１４
【対応時間】 10:00～13:00、14:00～17:00 月～金（祝休日を除く）（通話料無料）

・ 行政書士による電話での情報提供
・ 弁護士による電話相談：【事前予約制】祝日を除く毎週火・木10:00～13:00

・請求漏れがないか相談したい！

・住居確保にかかる費用の賠償請求について相談したい！

・ADRの申立てについて相談したい！ など

専門家へ
ご相談
ください！

（旧 茨城県総合福祉会館）

【 周辺案内図 】

セキショウ・ウェル
ビーイング福祉会館
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